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業務及び財産の状況に関する説明資料 

 

 

〒100-0005 

東京都千代田区丸の内３－４－２ 

みらい少額短期保険株式会社 

代表取締役 中辻 裕一 

 

＊ 本資料は、保険業法第 272 条の 17において準用する同法第 111 条に基づいて作成したものです。 
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Ⅰ. 当社の概況及び組織 

１．会社概要 

（１）会社名 みらい少額短期保険株式会社 

（２）本店所在地 東京都千代田区丸の内３－４－２ 

（３）会社設立時期 平成 18年 12月４日 

（４）事業内容 少額短期保険業 

（５）登録番号 関東財務局長(少額短期保険)第 98号 

（６）代表取締役 中辻 裕一 

（７）資本金 299,600千円 

 

２．会社の特色 

当社は、平成 19 年 11月に「エテルナ少額短期保険株式会社」として関東財務局に全 

国で７番目に登録されました。その後、平成 24年 11月に株式会社クレバリューを親 

会社として迎え、平成 25年２月に社名を「みらい少額短期保険株式会社」と改めまし 

た。また、平成 26年６月に本社を東京から大阪に移し、首都圏近郊エリアだけでなく 

近畿、中四国、九州のそれぞれのエリアで全国的に営業活動域を拡張しておりました 

が、平成 30 年４月より株式会社ＪＰＭＣ（旧：日本管理センター株式会社 東証プライ

ム市場）が 100%子会社化、以降、株主のバックアップを得て、保険事業はもちろん、グル

ープ会社総力を挙げて不動産事業全般にご協力できる体制を整備し、精進してまいりまし

た。 

取扱の保険商品は、不動産業者や住宅管理会社を主な代理店として、賃貸物件への入 

居者を対象とした「みらいの家財総合保険」、テナント賃貸物件の事業者を対象とした 

「みらいのテナント保険」の提供を行っております。また、家財保険の付帯サービス 

として「みらいの安心サポート 24」という緊急かけつけサービスを平成 27年７月より、 

わずかの保険料を追加することで大きな補償を受けられる「ワイド特約」を平成 27年 

12月より提供し、さらに凍結特約、孤独死の修理費用特約も販売開始。昨今の不動産 

賃貸市場の市況にマッチした、家財保険では、より安価で安心いただける月額プランを 

リリースし、今後もご契約者様のニーズに合った保険商品を提供してまいります。 

今後は、コンプライアンスの更なる徹底を図りつつ、顧客保護の観点から保険業務上 

の様々なトラブルを未然に防ぐ社内体制を整備し、お客様にとってよりわかりやすく 

使い勝手の良い安心できる商品開発に努めてまいります。 

さらに、犯罪防止や反社会的勢力への対応にも積極的に注力しており、「お客様の声」 

を何よりも大切に、身近で安心できる様々なサービスの提供に社員一丸となって取り 

組むことで、より一層皆様から支持される価値のある企業づくり、そして「顧客満足 

度Ｎｏ．１」を目指してまいります。 
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３．経営の組織 

当社の経営組織は、以下の通りとなっております。 

 

会社組織図（令和４年７月１日現在）                        

 

株主総会 

社外監査役 

取締役会 

保険計理人 

代表取締役社長 

業務管理部 

 

経理管理部 

代表取締役：中辻裕一 

代表取締役：服部聡昌 

取 締 役：石川佳代 

 

監査役：山田一郎  

損害サービス部 

 

営業本部 

コンプライアンス 

リスク管理委員会 
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４．株式に関する事項 

① 株式数 

発行可能株式総数  500,000株 

発行済株式の総数  30,324株 

 

② 令和３年度末株主数   １名 

株主の氏名又は名称 
当社への出資状況 

持株数等 持株比率 

株式会社ＪＰＭＣ 

（旧：日本管理センター株式会社） 
30,324株 100.0％ 

 

５．取締役及び監査役の状況 (令和４年７月１日現在) 

 

氏 名 地位及び担当 重要な兼職 その他 

中辻 裕一 代表取締役社長 － 令和２年５月 28日就任 

服部 聡昌 代表取締役会長 

株式会社ＪＰＭＣ 

（旧：日本管理センター株式会社） 

取締役 

令和２年１月１日就任 

 石川 佳代 取締役 

株式会社ＪＰＭＣ 

（旧：日本管理センター株式会社） 

執行役員 

令和２年１月１日就任 

山田 一郎 監査役 
株式会社 JPMC アカデミー 

代表取締役 
平成 31年３月 28日就任 
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Ⅱ．主要な業務の内容 

１．営業日及び営業時間 

（１）営業日 

当社の営業日は、以下の休日を除いた日となっております。 

① 土曜日・日曜日 

② 国民の祝日に関する法律に定める祝日及び休日 

③ 年末年始（12月 30日、31日、１月２日、３日） 

④ 上記以外に、会社が必要と認めたときは①～③の休日のほかに臨時休業（半日

休業を含む）を定めることがあります。 

（２）営業時間 

営業時間は平日の 10時 00分から 17時 00分までとしております。 

事故の受付については、営業時間外であっても対応し、365 日 24 時間受付を行

っております。 

 

２．取扱商品 

当社は、賃貸住宅入居者の皆様に向けて、火災や水災、盗難などの事故によって

住宅にお住まいの方やご家族の家財に生じた損害を補償する家財補償と災害時の思

わぬ出費の補償を行う主契約、借用住宅での日常生活で起きた他人への事故や住宅

に損害を与えた場合に補償を行う賠償特約や窓ガラスの熱割れ等の修理に対する修

理費用特約がセットになった「みらいの家財総合保険」と、借用施設で事業を営ま

れる方へ、設備・什器に対する損害を補償する設備・什器補償保険と借用施設賠償

責任保険がセットになった「みらいのテナント保険」をご提供しています。 

 

家財総合保険 

賃貸入居者に向け、居住用建物内に収容される家財に対して、火災、落雷、盗難、

他の部屋からの水漏れ等により損害が生じた場合に保険金をお支払いします。また、

借りている戸室に損害が起こったときの修理費用を補償します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家財総合保険の主な補償内容】 

・火災・落雷・破裂・爆発による戸室内の家財への損害 

・風災・ひょう災・雪災による家財への損害 

・建物外部からの物体の落下、飛来や倒壊等による戸室内の家財への損害 

・他の戸室や建物の給排水設備からの水漏れによる戸室内の家財への損害 

・騒じょう、デモによる建物内の家財への損害 

・盗難による家財への損害 

・借用戸室の修理費用 

・水災により住宅が床上浸水し、住宅内の家財への損害 
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賃貸住宅入居者賠償責任補償特約 

建物オーナーに対する損害賠償責任を負ったり、または水漏れ等で他人の部屋に損

害を与えた場合や借りている戸室での生活において第三者に対する法律上の賠償責任

を負ったことなどにより損害が発生した場合に補償を行う特約です。 

 

 

 

 

 

 

設備・什器等補償 

   借用施設に収容された事業を営む方の所有する業務用の設備・什器に対して火災、

落雷、盗難、他の物件からの水漏れ等により損害が生じた場合に保険金をお支払いし

ます。また、借りている借用施設に盗難や給排水施設の故障により水漏れが起こった

ときの修理費用を保障します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

借用施設賠償責任保険 

建物オーナーに対する損害賠償責任を負ったり、または水漏れ等で他人の部屋に損

害を与えた場合や借りている戸室での生活において第三者に対する法律上の賠償責任

を負ったことなどにより損害が発生した場合に保障する保険です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保険商品の詳細な内容については、商品概要書、約款等をご参照ください。 

 

 

 

 

【賃貸住宅入居者賠償責任補償特約の内容】 

(賃貸住宅入居者賠償責任) 

・賃貸住宅の管理使用に起因し第三者に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合 

(借家人賠償責任部分) 

・借用戸室の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 

【テナント保険の主な補償】 

借用施設にある什器・備品への損害に対する保障。 

火災・落雷・破裂・爆発による借用施設内の什器・備品への損害 

風災・ひょう災・雪災による什器・備品への損害 

建物外部からの物体の落下、飛来や倒壊等による施設内の什器・備品への損害 

他の施設や建物の給排水設備からの水漏れによる施設内の什器・備品への損害 

騒じょう、デモによる什器・備品への損害 

盗難による什器・備品への損害 

借用施設の修理費用 

洪水・高潮等により借用施設が床上浸水し、借用施設内の什器・備品への損害 

【賠償責任保険の主な補償内容】 

(借用施設入居者賠償) 

・借用施設の管理使用に起因し第三者に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合 

(借家人賠償責任部分) 

・借用施設を火災･爆発・破裂等で、借用施設の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負

った場合 
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３．保険の募集 

（１）販売代理店 

当社では、不動産業者や住宅管理会社を主に販売代理店とし、「みらいの家財総合

保険」「みらいテナント保険」を、賃貸入居者に向けて販売しています。 

保険募集に当っては、契約者保護に重点をおき、当社募集管理マニュアルに沿った

募集活動を徹底するとともに、注意喚起情報などの重要事項説明を十分に行ってお

ります。また、各代理店に対しては、当社の募集管理規定に沿って、教育、管理、

指導を行なっております。 

（２）販売市場 

販売代理店を通じ、首都近郊エリアを中心に近畿エリア、東海・中四国・九州と

全国的に保険募集を行なっております。 

 

※当社の保険商品勧誘方針については下記の通りとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．契約引受 

（１）基本方針 

加入者間の公平性を原則に、保険業法、同施行規則、内閣府令、監督指針等を遵守

し、かつ引受会社として健全な経営を行えるよう契約の引受を行っております。少額

短期保険業者として、リスクが過大と思われる保険の引受は行っていません。 

また、少額短期保険業者に定められた法定上限度額の管理の一環として、契約引受

に関する重複契約の回避については特に留意しております。 

（２）引受基準 

公平な基準のもとに引受を行います。また粗悪なリスクの混入を避け、経営の安定

性を高めるべく、別途取扱規定により、引受基準を定めております。 

（３）損害率変動リスクへの備え 

商品ごとに損害率のモニタリングを行っていくとともに、適宜、前述の引受基準を

見直していくこととしております。当社の保険保険商品については１～２年という短

期の保険期間であるため、必要に応じて保険料率の見直しをはかっていき、損害率変

動リスクに対応して参ります。 

 

 

 

当社の保険商品勧誘方針 

当社は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき次のとおり勧誘方針を定めています。 

● 保険業法第 300 条、金融商品の販売に関する法律およびその他各種法令を遵守し社会

のルールに則し適正な保険販売に努めます。 

● お客様の保険商品に関する知識やニーズ及び財産状況を把握しわかりやすい説明を心

掛け、お客様の意向に合った商品をご選択していただけるよう努めます。 

● お客様への訪問や連絡等に際しては、時間・場所等について十分配慮するよう努めま

す。 

● お客様に関する個人情報は、業務上必要な範囲内で公正に収集・使用するとともに厳

重かつ適正に取り扱います。 
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５．損害サービス及び保険金のお支払い 

当社では、つねにお客様の立場に立った対応を心がけています。事故発生の連絡を

契約者から受けた場合、一連の保険金支払い業務を必要書類の受付日より 30日以内に、

当社が保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いたします。 

但し、必要な事項を確認するにあたり、特別な照会または調査が不可欠な場合には、

必要書類の手続きが完了した日より、各定められた日数（最長 180 日間）を経過する

日までに保険金をお支払いたします。 

 

（１）損害サービス 

保険事故が発生した場合、迅速で公平かつ妥当な保険金をお支払いすることを目的

として、損害サービスは、親切、迅速かつ適正に行います。 

損害サービスの流れは、以下の通りとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保険金のお支払い 

当社では、保険金のお支払いは少額短期保険業者の基本的かつ最も重要な機能であ

ると認識しており、保険金の支払いを適時・適切に実施できるための支払管理体制を

構築し、保険金支払業務管理規程、支払サービスマニュアルに沿って、迅速で適切な

保険金支払いを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）サービス体制 

当社では、事故のご連絡及び保険金請求のお問い合わせについては、下記フリーダ

イヤルにて、24時間 365日受付を行なっております。 

＊ フリーダイヤル 0120－066－649 

 

 損害サービスの流れ 

契約者 当 社   

①事故報告 → ②事故受付  

 ③事故内容・契約確認  

 ← ④必要書類送付 

⑤書類記入・送付    → ⑥請求書類確認・調査・査定 

⑦損害額見積り・保険金支払い 

保険金支払いまでの流れ 

① 万が一事故が発生したら、負傷者の救護・損害の拡大防止などの処置を行い、

警察署や消防署などへ通報します。 

② 慌てずに当社事故受付センターフリーダイヤルへご連絡を下さい。 

③ 事故のご連絡を受け次第、当社にて契約内容の確認と事故の登録を行います。 

④ 事故調査の為、契約者(入居者)宛てに当社より必要書類を送付いたします。 

⑤ 契約者（入居者）より、返送指定頂いた必要書類に基づき、当社にて保険金支

払いの可否、支払金額を決定いたします。 

⑥ 保険金の支払を行います。保険金のお支払ができない場合には、支払不能通知

を契約者（入居者）宛てに送付します。 
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６．資産運用 

当社では、銀行預金、郵便貯金以外の資産運用は行わないこととし、経理管理部に

て預貯金の厳正な管理を行っております。 

 

７．事務・システム管理 

事務・システムの管理に関しては、少額短期保険会社として、常にコンプライアン

スを重視し、公正かつ的確な事務の遂行に務めております。 

システムに関しましては、システムダウン、誤作動あるいはコンピュータの不正使用

による損失を防止するための厳正な管理を行っております。 

 

８．人事管理 

当社では、少額短期保険業の社会公共性を理解し、全役職員が、会社及び自己の行

う業務に自信と誇りと責任を持って望むことができるような人事施策を策定、実施し

ていくことを基本方針としております。 

当社は、規模、事業に合った諸規定（給与制度、人事管理制度、人事評価制度）を制

定しており、公平かつ公正な運用を行うとともに、従業員個々の専門知識の取得を会

社として援助するとともに、併せてコンプライアンス教育等を実施しております。 

 

９．経営管理 

（１）基本的な考え方 

当社では、少額短期保険業者として保険業法を始めとする各種法令を遵守し、少額

短期保険事業を取り巻く様々なリスクを的確に把握、管理し、業務の健全かつ適切な

運営を確保することを経営の基本的考え方としております。 

（２）取締役会の機能 

取締役会は代表取締役の独断専行を牽制、抑止するとともに明確な経営方針を定め、

組織全体に周知徹底する役割を果たしております。また取締役会は業務の公正かつ的

確な実施について、管理監督する責任を負っております。 

（３）経営計画 

当社では、少額短期保険業者としてコンプライアンス体制の確立、契約者保護、独

創的な商品開発、効率的な業務運営を経営方針として掲げ、当該方針に沿った経営計

画を策定しております。経営計画は、経営目標の達成度合いを定期的に検証し、適宜

見直しを行っていくこととしております。 
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Ⅲ 主要な業務に関する事項 

１．令和３年度の業務の概況 

2021 年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中

で、半導体不足による経済損失や、ロシアのウクライナ侵攻による原油高等のインフ

レ圧力も高まり、ますます先が見え辛い状態となっております。当社をとりまく賃貸

住宅業界においては、昨年に引き続き法人の社宅需要の低迷が続く中、一方でリモー

トワークの浸透により物件の趣向が変化し、郊外エリア・部屋数の多い物件の需要増

加や、外国人技能実習生の受け入れ再開等、徐々にではありますが新たな変化が生ま

れております。 

このような経済状況のもと当社は株式会社ＪＰＭＣ（旧：日本管理センター株式会

社）のグループ会社として、スケールメリットとシナジー効果を活用し、収入保険料

について増収することができました。また、保険金支払いにおいても、昨年度台風被

害が対前年比で減少し、損害率は改善されております。今後もお客様に分かりやすい

商品を提供し、確かな安心を継続してお届けできるよう努めてまいります。 

 

２. 業務の状況を示す指標 

(１) 主要な業務の状況を示す指標等 

(保険業法施行規則第 211条の 37第１項第３号ロ関係) 

（単位：千円） 

区   分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

経常収益 1,137,736 1,223,459 1,297,117 

経常利益 13,930 20,562 20,176 

当期純利益 10,115 18,487 16,271 

資本金 299,600 299,600 299,600 

発行済株式総数 30,324 30,324 30,324 

純資産額（保険業法上） 64,381 84,457 103,266 

総資産額 373,320 432,019 457,261 

責任準備金残高 61,744 59,325 84,541 

有価証券残高 － － － 

ソルベンシー・マージン比率 577.8 656.2 559.4 

配当性向 － － － 

従業員数 5 6 9 

正味収入保険料 58,449 66,881 106,804 
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(２) 業務の状況を示す指標等 

(保険業法施行規則別表(第 211条の 37第１項第３号ハ関係)) 

（ⅰ）主要な業務の状況を示す指標等             （単位：千円） 

項目 区分 令和２年度 令和３年度 

正味収入保険料 火災保険(家財) 41,719 66,600 

費用保険 － － 

その他の保険 25,161 40,203 

計 66,881 106,804 

元受正味収入保険料 火災保険(家財) 417,256 450,559 

費用保険 － － 

その他の保険 251,648 271,514 

計 668,904 722,074 

支払再保険料 火災保険(家財) 389,472 397,912 

費用保険 － － 

その他の保険 234,056 238,934 

計 623,528 636,847 

保険引受利益 火災保険(家財) 23,351 23,799 

費用保険 － － 

その他の保険 △2,789 △3,623 

計 20,562 20,176 

正味支払保険金 火災保険(家財) 6,967 2,295 

費用保険 － － 

その他の保険 9,402 8,528 

計 16,370 10,823 

元受正味支払保険金 火災保険(家財) 38,542 21,441 

費用保険 － － 

その他の保険 52,011 79,648 

計 90,554 101,090 

回収再保険金 火災保険(家財) 31,574 19,145 

費用保険 － － 

その他の保険 42,608 71,120 

計 74,183 90,266 
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（ⅱ）保険契約に関する指標等 

① 契約者配当金 … 該当ありません 

 

② 正味損害率、正味事業費率及びその合算率 

 令和２年度 令和３年度 

正味 

損害率 

正味 

事業費率 合算率 
正味 

損害率 

正味 

事業費率 合算率 

火災保険(家財) 16.7 40.1 56.8 3.4 36.1 39.5 

費用保険 － － － － － － 

その他の保険 37.4 65.7 103.1 21.2 52.3 73.5 

合計 24.5 49.8 74.2 10.1 42.2 52.3 

 

③再保険に付した部分の控除を考慮しない前の発生損害額及び損害調査費の合計額の既

経過保険料に対する割合及び事業費の既経過保険料に対する割合並びにその合算率 

 

④保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社の数 

及び保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社 

等のうち支払い再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める五の保険会社等に対 

する支払い再保険料の割合 

令和２年度現在６社（18％及び 18％及び 18％及び 13.5％及び 13.5％及び 9％）に再保

険を付しております。合計割合として 90％となっております。 

令和３年度現在６社（18.2％及び 17％及び 12.8％及び 12.8％及び 12.8％及び 11.4％）

に再保険を付しております。合計割合として 85％となっております。 

再保険を付す際の方針 

出再における再保険先の選考にあたっては、格付機関から一定以上の格付けを有し、 

再保険市場において長期にわたる実績があり、信頼性と安定性について一定の評価を 

得ていることを条件としています。 

再保険カバーの入手方法 

再保険契約は、保険引受リスクの観点からその効用と効果を十分に評価し、信頼性の 

高い再保険会社に限定することにより、安定した再保険カバーの確保と信用リスクの 

回避、撲滅に努めます。 

 

 

 

 令和２年度 令和３年度 

 発生 

損害率 
事業費率 合算率 

発生 

損害率 
事業費率 合算率 

火災保険(家財) 9.2 69.5 78.7 4.7 67.0 71.7 

費用保険 － － － － － － 

その他の保険 20.7 69.3 90.0 29.3 66.9 96.2 

合計 13.5 69.5 83.0 14.0 67.0 81.0 
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出再先保険会社の名称（令和４年３月 31日現在） 

MS Amlin AG 

Odyssey Reinsurance Company 

China Reinsurance Group Corporation 

Cathay Century Insurance 

Bank of China Group Insurance 

Asia Insurance 

 

⑤保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の

指定格付機関に基づく区分ごとの支払再保険料の割合 

格付区分 Ａ－以上 ＢＢＢ－以上 その他 合計 

令和２年度 100％ － － 100％ 

令和３年度 100％ － － 100％ 

 

⑥未だ収受していない再保険金の額 

令和２年度  151,683千円 

令和３年度  148,906千円 

 

（ⅲ）経理に関する指標等 

① 支払備金及び責任準備金の額 

  令和２年度 令和３年度 

支払備金 火災保険(家財) 1,571 2,630 

費用保険 － － 

その他の保険 2,815 7,309 

計 4,387 9,940 

責任準備金 

 

 

火災保険(家財) 36,022 51,443 

費用保険 － － 

その他の保険 23,303 33,098 

計 59,325 84,541 

 

②利益準備金及び任意積立金の残高 

該当ありません 

 

③損害率の上昇に対する経常利益又は計上損失の額の変動   

損害率の上昇のシナリオ すべての保険種目について、均等に発生損害率が

１％上昇すると仮定します。 

計算方法 正味既経過保険料×１％ 

・経常利益の減少額＝増加する発生損害額 

令和２年度経常利益の減少額 610,630円 

令和３年度経常利益の減少額     841,522円 
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（ⅳ）資産運用に関する指標等 

①  現金及び預貯金 

 令和２年度末 令和３年度末 

現金 － － 

預貯金 161,232 197,562 

合計 161,232 197,562 

 

② 資産運用の概況 

 令和２年度 令和３年度 

金額 構成比 金額 構成比 

預貯金 161,232 37.3 197,562 43.2 

運用資産合計 161,232 37.3 197,562 43.2 

総資産合計 432,019 100.0 457,261 100.0 

 

③ 利息配当収入の額及び運用利回り 

 令和２年度末 令和３年度末 

金額 利回り 金額 利回り 

預貯金利息 1 0.00 1 0.00 

配当収入 － － － － 

合  計 1 0.00 1 0.00 

 

④ 保有有価証券の種類別の残高及び合計に対する構成比 

令和２年度  該当ありません。 

令和３年度  該当ありません。 

⑤国債、地方債、政府保障債、金融商品取引法第二条第１項第３号に規程する有価証券、

合計の区分ごとの保有有価証券利回り 

令和２年度  該当ありません。 

令和３年度  該当ありません。 

⑤ 有価証券の種類別の残存期間別残高 

令和２年度  該当ありません。 

令和３年度  該当ありません。 

 

(３)責任準備金の残高 

(保険業法施行規則別表(第 211条の 37第１項第３号ニ関係))      (単位：千円) 

区分 普通責任 

準備金 

異常危険 

準備金 

契約者配当 

準備金等 

合計 

火災保険(家財) 45,855 5,587 － 51,443 

費用保険 － － － － 

その他の保険 27,509 5,588 － 33,098 

計 73,365 11,176 － 84,541 
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Ⅳ．当社の運営に関する事項 

１. リスク管理の体制 

（１）保険引受リスク 

 ①一般保険リスク 

保険商品のリスク特性に応じた引受基準の設定を行なうとともに、リスクが顕在化、

または将来のリスクが増加する見通しとなった場合には、所要の措置を講じられるよ

う管理を行なっています。 

また、当社の現状に見合ったリスクの保有レベルを設定し、必要に応じ再保険による

危険分散を行なうこととしております。 

 

②巨大災害リスク 

平成 21年６月より従来の商品に変わり、風水災リスクを追加した商品を販売してお

ります。異常危険準備金の積立を行う一方、再保険会社に出再し危険の分散を図って

おります。出再する際には、確実なリスクの転嫁を旨としてその会社の資産・信用・

営業状態などが良好であると認められる場合に限り取引を行うこととしております。 

 

（２）資産運用リスク 

当社は、資産運用は、信用力の高い大手銀行への預貯金のみで行なっております。 

 

（３）経営管理リスク 

①事務リスク 

法令等に則った事務処理についての社内の基準を制定し、全役職員がそれを遵守す

るとともに、事務ミスや各種の不具合が発生した場合には、迅速な報告と、分析及び

改善策の立案により、適宜体制の見直しを実施することとしており、リスクの極小化

に努めております。 

 

②情報リスク 

当社では、大切なお客様の情報をはじめ、当社の保有する情報を適切に保護するた

めに、「情報セキュリティ基準」を制定しております。また個人情報の保護を目的とし

て、「個人情報管理規程」「個人情報保護マニュアル」を制定しており、これらに基づ

き、全部門において、適正な情報管理に努めております。 

また、社内で、定期的モニタリングの実施や、定期的教育を通じて、情報管理体制の

強化を図っております。さらに代理店に対しても、情報管理の周知徹底を図り、適正

な運営に努めております。 

システム面でのリスク管理につきましては、当社の業務を根幹で支えているものであ

り、システムダウン、誤作動等の発生に備え、バックアップの仕組みを整備し、また

コンピュータの不正使用による損失を防止するための安全対策を講じております。 

 

③大規模災害への対応 

当社では、大地震をはじめとする大規模災害に備えたマニュアルを制定し業務の遂行

を確保し、迅速・的確にお客様に対応することが出来る体制の整備に努めております。 
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２．法令遵守の体制 

（１）コンプライアンスの基本方針 

当社では、少額短期保険会社として、法令及び社会のルールを厳格に遵守していくこ

とが、企業としての基本的責務と認識し、経営の最重要課題の一つと考えております。 

このため、全役職員の行動指針である「役職員行動指針」を定め、これを周知徹底させ

るとともに、「コンプライアンス・マニュアル」を定め、コンプライアンスの推進に関す

る社内体制の整備に努めております。 

 

（２）コンプライアンス推進体制 

当社では、コンプライアンスリスク管理委員会を定期的に開催し、内部監査及びコ

ンプライアンスの周知徹底及び維持に関するプログラムの立案・実施、モニタリング、

教育研修等に関する業務を担当しております。 

 コンプライアンスの状況については、同委員会より取締役会に報告され、必要な指

示を受ける体制となっております。 

 

（３）指定紛争解決機関について 

当社との間で問題が解決できない場合は、保険業法に基づく「指定紛争解決機関」（＝

指定ＡＤＲ機関）である日本少額短期保険協会の「少額短期ほけん相談室」をご利用

いただくことが出来ます。 

 

＊少額短期ほけん相談室 

フリーダイヤル／0120－82－1144 

受付時間／9：00～12：00、13：00～17：00 

月曜日から金曜日（祝日ならびに年末年始休業期間を除く） 

 

（４）個人情報保護への取り組み 

当社では、「個人情報保護方針」を定めるとともに、「個人情報管理規程」「個人情報

保護マニュアル」を定め、個人情報保護の基本方針及び手続を明確にし、代理店も含

めた全役職員に周知徹底を図っております。 

＊ 「個人情報保護方針」次ページをご参照下さい。 
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みらい少額短期保険株式会社 個人情報保護方針 

 
みらい少額短期保険株式会社（以下「当社」と言います）では、あらゆる事業活動を通じて安心と信頼

をご提供することで、豊かで快適な社会生活の実現に貢献することを目指しております。この行動理念に
基づき、皆様に信頼いただける少額短期保険会社として、大切な個人情報の保護は重要な社会的責務であ
ると認識し、「個人情報の保護に関する法律」その他の規範を遵守するための社内規定を策定し役職員に遵
守させることで、お預かりしている皆様の個人情報を適正に取扱うとともに、その安全管理について適切
な措置を講じます。 

具体的には、以下の基本方針に基づき皆様の個人情報の保護に取り組んでおります。 

 

１．個人情報の取得 

当社は業務上必要な範囲内で、かつ、適正で公正な方法により個人情報を取得します。 

 

２．個人情報の利用目的 

当社は個人情報を次の目的のために利用します。皆様の大切な個人情報を下記の目的以外に利用する
ことはありません。また利用目的についてはホームページにて公表するほか、保険資料にも記載いた
します。 

1)  各種保険契約のお引受、ご継続・契約維持の管理  

2)  保険金・給付金のお支払い  

3)  各種商品、サービスの改善・充実のためのアンケート  

4)  関連会社・提携会社を含む各種サービスのご案内・ご提供、ご契約の維持管理  

5)  当社業務に関する情報のご提供  

6)  他の事業者から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、 

委託された当該業務の遂行  

7)  その他、保険に関連・付随する業務の運営管理  

 

３．収集する個人情報の種類 

当社は保険契約の締結、維持管理、商品・サービスのご案内及びご提供のために必要な、ご本人の住
所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態など、個人情報を収集、保管いたします。 

 

４．個人情報の提供 

当社はあらかじめ次の場合を除いて、ご本人の個人情報を外部に提供することはありません。 

1)  あらかじめ、ご本人が同意されている場合  

2)  利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部（当社代理店を含む）へ委託する場合  

3)  ご本人または公共の利益のために必要であると考えられる場合  

4)  ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する制度に登録するなど、保険制度の健全
な運営に必要であると考えられる場合  

5)  その他法令に根拠がある場合   

 

５．個人情報の管理方法 

当社は、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩などを防止するため、取扱規定の整備、不正アクセス
の防止措置、データの持ち出し禁止措置など安全管理にかかわる措置を講じ、個人情報の安全な管理
に努めております。なお、当社の業務委託先にお客様の個人情報を渡す場合にも同様の厳重な管理を
行わせております。万が一個人情報に関する事故が発生した場合には、迅速かつ適切な対処を行うこ
とをお約束いたします。 

 

６．個人情報の開示、訂正、利用停止等 

当社は、個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示、訂正等（訂正、追加、削除）、利用停止（利
用停止、消去）のご請求があった場合には、ご本人であることを確認させていただいたうえで、当社
業務に支障のない範囲で対応いたします。なお、ご請求にお応えできない場合には、ご本人にその理
由をご説明いたします。これらの具体的な請求手続きについては、当社のホームページをご参照いた
だくか、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。 

 
７．個人情報に関するお問い合わせ先 

みらい少額短期保険株式会社 

お客様相談窓口 個人情報お問い合わせ係 TEL 0120-820-886 
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Ⅴ．財産の状況に関する事項 

１．貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書 

 

（１）貸借対照表                                                 

資産の部                     (単位：千円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

負債及び純資産の部 

科目    令和２年度末 令和３年度末 

（資産の部） 

現金及び預貯金 

 

161,232 

 

197,562 

預貯金 161,232 197,562 

無形固定資産 4,405 2,866 

ソフトウェア 4,405 2,866 

代理店貸 76,992 70,207 

再保険貸 151,683 148,906 

その他資産 25,851 24,717 

未収保険料 24,291 23,038 

前払費用 474 501 

貯蔵品 

未収入金 

未収還付法人税等 

775 

145 

163 

1,156 

－ 

21 

供託金 

貸倒引当金 

貸倒懸念債権 

12,000 

△145 

－ 

13,000 

△272 

272 

資産の部合計 432,019 457,261 

科目 令和２年度末 令和３年度末 

（負債の部）   

保険契約準備金 63,713 94,481 

 支払備金 4,387 9,940 

責任準備金 59,325 84,541 

代理店借 57,589 51,762 

再保険借 195,477 178,543 

その他負債 38,555 38,417 

未払法人税等 478 2,949 

未払金 

未払費用 

10,802 

127 

10,604 

288 

前受保険料 24,297 21,460 

預り金 413 439 

仮受金 2,436 2,675 

賞与引当金 864 1,965 

負債の部 合計 356,199 365,171 
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個別注記事項 

 (1) 重要な会計方針 

①棚卸資産の評価基準及び評価方法 

貯蔵品：最終仕入原価法による原価法を採用しております。 

②固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産：定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。 

工具器具備品  ３～５年  (パソコン等) 

但し、取得価額が 10 万円以上 20 万円未満の減価償却資産について

は、３年間で均等償却しております。 

無形固定資産：定額法を採用しております。 

なお、自社のソフトウェアについては、社内における利用時期（５

年）に基づく定額法を採用しております。 

③引当金の計上基準 

賞与引当金    従業員の賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しております。 

貸倒引当金  売上債権等の貸倒損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、 

回収不能見込額を計上しております。 

④消費税及び地方消費税の会計処理 

税込方式によっております。 

 

(2) 貸借対照表に関する注記 

①関係会社に対する金銭債権は 140千円、金銭債務は 7,198千円となっております。 

②保険業法施行規則第 211 条の 52 において準用する同規則第 73 条第３項において準

用する同規則第 71条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する支払備金 

（以下「出再支払備金」という。）の金額は 74,273千円となっております。 

③保険業法施行規則第 211 条の 52 において準用する同規則第 71 条第１項に規定する

再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」という。）の 

金額は 462,148千円となっております。 

 

(3) 金融商品に関する注記 

① 金融商品の状況に関する事項 

資金運用については短期的な預貯金に限定しております。 

 

（純資産の部）   

資本金 299,600 299,600 

利益剰余金 △223,780 △207,509 

その他利益剰余金 △223,780 △207,509 

繰越利益剰余金 △223,780 △207,509 

株主資本合計 75,819 92,090 

純資産の部 合計 75,819 92,090 

負債及び純資産の部合計 432,019 457,261 
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② 金融商品の時価等に関する事項 

2022年３月 31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次

の通りであります。 

 （単位：千円） 

区   分 貸借対照表計上額 時価 差額 

（1）現金及び預貯金 

（2）代理店貸 

（3）再保険貸 

（4）未収保険料 

（5）代理店借 

（6）再保険借 

（7）未払金 

（8）前受保険料 

197,562 

70,207 

148,906 

23,038 

51,762 

178,543 

10,604 

21,460 

197,562 

70,207 

148,906 

23,038 

51,762 

178,543 

10,604 

21,460 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

（注）金融商品の時価の算定方法 

   当社が保有する金融商品のうち重要性があるものは上記表の通りでありますが、こ

れらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価

額によっております。 

 

(4) 一株当たり情報に関する注記 

一株当たり純資産額      3,036円 88銭 
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（２）損益計算書                     （単位：千円） 

科     目 令和２年度末 令和３年度末 

経常収益 1,223,459 1,297,117 

保険引受収益 1,220,124 1,297,114 

保険料 692,809 746,657 

再保険収入 

支払備金戻入額 

責任準備金戻入額 

527,314 

850 

2,418 

550,457 

－ 

－ 

資産運用収益 66 2 

利息及び配当金等収入 1 2 

 その他運用収益 65 － 

経常費用 1,202,897 1,276,941 

保険引受費用 737,987 762,520 

 保険金等 90,554 101,090 

 解約返戻金等 23,904 24,583 

 再保険料 623,528 636,847 

   責任準備金等繰入額 － 30,768 

支払備金繰入額 － 5,553 

責任準備金繰入額 － 25,215 

    事業費 464,909 483,651 

営業費及び一般管理費 459,684 479,075 

税金 2,773 3,037 

減価償却費 2,451 1,538 

経常利益 20,562 20,176 

特別損失 90 － 

税引前当期純利益 20,472 20,176 

法人税及び住民税 1,985 3,904 

当期純利益 18,487 16,271 

 

個別注記表 

(1) 損益計算書に関する注記 

① 正味収入保険料は 106,804千円となっております。 

③  正味支払保険金は 10,823千円となっております。 

④  支払備金繰入額の計算上、差し引かれた出再支払備金繰入額は 34,787千円となっ

ております。 

⑤  責任準備金繰入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金繰入額は 5,958 千円と

なっております。 

⑥  利息及び配当金収入の資産源泉別内訳は、預貯金受取利息 2千円となっております。 

⑦  関係会社との取引による費用総額は 41,183千円となっております。 

 

(2) 一株当たり情報に関する注記 

一株当たり当期純利益       536円 57銭 
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（３）キャッシュ・フロー計算書（間接法により表示する場合） 

（単位：千円） 

科     目 令和２年度 令和３年度 

I 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益（△は損失）                     20,472 20,176 

減価償却費 

貸倒引当金の増加額（△は減少） 

2,451 

145 

1,538 

126 

支払備金の増加額（△は減少） △850 5,553 

責任準備金の増加額（△は減少） △2,418 25,215 

利息及び配当金等収入 △1 △2 

有形固定資産関係損益(△は益) 

代理店貸の増加額（△は増加） 

90 

△3,989 

－ 

6,784 

再保険貸の増加額（△は増加） △3,175 2,777 

その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）

の増加額（△は増加） 

△2,891 △303 

代理店借の増加額（△は減少） 3,723 △5,826 

再保険借の増加額（△は減少） 31,327 △16,934 

その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）

の増減額（△は減少） 

その他 

11,111 

 

132 

△1,507 

 

142 

小     計 56,127 37,739 

利息及び配当金等の受取額 1 2 

法人税等の支払額 △4,799 △1,412 

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,329 36,330 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

預貯金の純増減額（△は増加） 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却・償還による収入 

保険業法第 113条繰延資産の取得による支出 

その他 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入れによる収入 

借入金の返済による支出 

社債の発行による収入 

社債の償還による支出 

株式の発行による収入 

自己株式の取得による支出 

配当金の支払額 

その他 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 
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Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 51,329 36,330 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 109,902 161,232 

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 161,232 197,562 

 

（注）資金の範囲 

   キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、随時引き出し

可能な預貯金からなっております。 

 

（４）株主資本等変動計算書  

 

① 令和２年度                          (単位：千円) 

 株主資本  

純資産 

合計 
 資本金 利益剰余金 

株主資本 

合計 

  その他利益剰余金  

  繰越利益剰余金  

前事業年度末残高 299,600 △242,267 57,332 57,332 

当事業年度変動額     

当期純利益 － 18,487 18,487 18,487 

当事業年度変動額合計 － 18,487 18,487 18,487 

当事業年度末残高 299,600    △223,780   75,819 75,819 

 

② 令和３年度                          (単位：千円) 

 株主資本  

純資産 

合計 
 資本金 利益剰余金 

株主資本 

合計 

  その他利益剰余金  

  繰越利益剰余金  

前事業年度末残高 299,600    △223,780   75,819 75,819 

当事業年度変動額     

当期純利益 － 16,271 16,271 16,271 

当事業年度変動額合計 － 16,271 16,271 16,271 

当事業年度末残高 299,600 △207,509 92,090 92,090 
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２．保険金等の支払能力の充実の状況 

(単位：千円) 

 令和２年度 令和３年度 

ソルベンシー・マージン総額 84,457 103,266 

 ① 資産の部合計 ※１ 75,819 92,090 

 ② 価格変動準備金 － － 

 ③ 異常危険準備金 8,638 11,176 

 ④ 一般貸倒引当金 － － 

 ⑤ その他有価証券の評価差額 － － 

 ⑥ 土地の含み損益 － － 

 ⑦ 契約者配当準備金 － － 

 ⑧ 将来利益 － － 

 ⑨ 税効果相当額 － － 

 ⑩ 負債性資本調達手段等  － － 

リスクの合計額 25,740 36,914 

 保険リスク相当額 18,958 30,116 

  一般保険リスク相当額 6,012 8,284 

  巨大災害リスク相当額 12,945 21,831 

 資産運用リスク相当額 10,288 11,094 

  価格変動リスク相当額 － － 

  信用リスク相当額 1,612 1,975 

  子会社等リスク相当額 － － 

  再保険リスク相当額 7,159 7,629 

  再保険回収リスク相当額 1,516 1,489 

 経営管理リスク相当額 877 1,236 

ソルベンシー・マージン比率  (1)/{(1/2)×

(2)} 

656.2 559.4 

(注) ※１ 社外流出予定額、評価・換算差額等及び繰延資産を除く 

※２ 金融庁告示(第１４号)第２条第３項第５号イ及びロに掲げるもの。 

 

３．有価証券及び金銭信託に関する取得価額または契約価額、時価及び評価損益 

令和２年度  該当ありません。 

令和３年度  該当ありません。 

４．公衆の縦覧に供する書類に関する会計監査法人の監査の有無 

令和２年度  該当ありません。 

令和３年度  該当ありません。 

５．貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書に関する公認会計士または監

査法人の監査証明の有無 

令和２年度  該当ありません。 

令和３年度  該当ありません。 

（注） 記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 


